
平素より当金庫をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
　当金庫は、2026年1月に勘定系システムを「一般社団法人しんきん共同センター」の
共同利用型勘定系システムに移行いたします。
　今回、事業者向けインターネットバンキングにおいてサービス利用口座を複数登
録されているお客様を対象にシステム移行に伴う登録内容の変更に関するご案内を
送付させていただきました。
　サービス利用口座を複数登録されているお客様につきましては、次のとおり、
会計ソフト等で作成した振込データを当金庫のインターネットバンキングのファイル
伝送に利用する場合には、2026年1月5日（月）以降に会計ソフト等の登録情報を
一部変更いただく必要がございます。
　なお、会計ソフト等の登録情報の変更が完了するまでは、ファイル伝送を行う際に
エラーが発生し、振込が実行されませんので、大変お手数をお掛けいたしますが、
2026年1月5日（月）以降、振込を実行される前までに変更いただきますようお願いい
たします。
　お客様におかれましては、ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

※システム移行に伴い、ファイル伝送の依頼人コードが一部変更されます。事業者向けインターネットバン
キングにおいて、会計ソフト等で振込データを作成され、かつ複数のサービス利用口座を登録されている
お客様は、依頼人コードを変更いただかないと振込エラーとなります。

※次ページの「事業者向けインターネットバンキング　依頼人コード確認方法」により、口座に割振られる
新しい依頼人コードをご確認いただき、会計ソフトの依頼人コードを変更してください。

【変更内容】

依頼人
コード

項目 現行 移行後
● 総合振込または給与振込の振込データを作成する際、
依頼人コードを登録しております。
現行では利用者が複数の口座を保有している場合、1依頼
人コードに対して複数の口座が割り振られております。

（例）
 顧客番号：001-123456-1
 口座番号：①1-001-123456

②1-001-654321
③1-001-541236

（依頼人コード）
 店番＋顧客番号＋家族番号
 001＋123456＋　 1　　＝0011234561

（依頼人コード）　　（口座番号）
 0011234561　 　①1-001-123456

②1-001-654321
③1-001-541236

1つの依頼人コードが複数の口座に割り振られています
ので、現行では口座ごとに依頼人コードを変更する必要
がありません。

● 移行後は利用者の1口座に対して、1つの依頼人コードが
割り振られます。

2口座目より依頼人コードの上1桁目の数字を5から開始
し、以降は6・7と口座保有分変更していきます。
依頼人コードと口座が1対1で割り振られますので、ご利用
の口座ごとに依頼人コードを変更する必要があります。

（例）
 顧客番号：001-1234561
 口座番号：①2-001-0123456

②2-001-0654321
③2-001-0541236

 ※移行後は、普通預金の科目番号を「1」から「2」に
 　変更いたします。

（依頼人コード）
 店番＋顧客番号
 001＋1234561　＝0011234561

（依頼人コード）　 （口座番号）
 0011234561 － ①2-001-0123456　
 5011234561 － ②2-001-0654321
 6011234561 － ③2-001-0541236
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①「メニュー画面」から「ファイル伝送」のタブをクリックし、「依頼人マスタ参照」を選択してください。

②「依頼人マスタ一覧」が表示されますので、サービス利用口座の依頼人コードを確認してください。

※複数登録されたサービス利用口座のそれぞれの依頼人コードは、システム移行後の2026年1月5日
より「事業者向けインターネットバンキング」にて確認が可能となります。

「依頼人コード」確認方法

0011234561

5011234561

現行では複数のサービス利用口座が登録されている場合も、
同一の依頼人コードが表示されておりますが、移行後はそれ
ぞれの口座に依頼人コードの番号が割振られます。
例） 番号1：0011234561 （1口座目）
 番号2：5011234561 （2口座目）

営業部本店

営業部本店
普通

0654321

普通
0123456
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③「依頼人マスタ一覧」の「依頼人情報」内にある「依頼人カナ名称／漢字名称」をクリックすると、
　依頼人マスタ詳細情報が表示されます。

2口座目の依頼人コード

1口座目の依頼人コード

001営業部本店

普通 0123456

0011234561

001営業部本店

普通 0654321

5011234561

1口座目の依頼人コードは
「0011234561」となります。

2口座目の依頼人コードは
「5011234561」となります。



【エラーの事例】（1）保有口座：①普通預金-0123456　（依頼人コード：0011234561）
 ②普通預金-0654321　（依頼人コード：5011234561）

001

エイギョウブホンテン

普通 0654321

0011234561

0011234561

「依頼人コード」相違による「事前チェック
エラー」を検出した場合でも、そのまま「送
信」はできますが、取引が成立いたしませ
ん。必ず、「事前チェックエラー」が表示さ
れた場合は「依頼人マスタ参照」で依頼人
コードを確認し、変更いただきますようお
願いいたします。

②「事前チェックエラー」を検出し
た場合でも送信画面に遷移しま
すので、ご注意ください。

①「ファイル伝送」（総合振込・給与
振込）等を行った際、依頼人コー
ドを変更していないと振込時の

　サービス利用口座の依頼人コー
ドと相違し、「事前チェックエ
ラー」が検出されます。

2口座目の依頼人コードは
「5011234561」となります。

※会計ソフト等で振込データを作成され、かつ、複数のサービス利用口座を登録されている場合、会計
ソフトの情報を、それぞれのサービス利用口座に対応する新しい依頼人コードに変更する必要があ
ります。ファイル伝送を行う前に変更していただかないと、現行の依頼人コードと移行後の依頼人
コードが相違し、エラーが発生して注意喚起の画面が表示されますので、ご注意ください。

※エラーが発生した場合は、会計ファイルの情報を新しい依頼人コードに変更してください。
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